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整固播号

署
長

次
長

課
長

給

書
係
長 係

復命年月日

平成○年 ○月○日

綱繍旨綱

1．調査官意見のとおり決定する。

2．下冒醇由により再調査を要する。

調査官
仁
厘 －労災太郎一一印

調査年月日 平成○年○月○日へ星城○年○月○日

調
査
目
的

鋪求人の夫の「くも膜下出血｣力藻務に鰯する疾病であ

る力勵､の調査蝋上外の綱

菫
場

名称

所在地

… 代表者名 ○○○○

〒℃C○… 茜○○……
被
災
者

氏名

住所

○○○○ ③･女 生年月日 M･T･③○年○月○日（剛）

〒℃CO… 缶○○……

謂求種別 唾嗣･鰯． （療養･休業･障害・ ） 受付年月日 平成○年○月○日

請
求
の
概
要

被災者の妻は､…月○日被災都玩亡（くも膜下出血）したのは､業務力源因であるとして

適族補償給付及〔繍斗鴎脅求に及んだものである。

掴
理
査
の
蜂
恒
呆

本件の「くも膜下出血」は、業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症したものと認めら

れるので､労…調則別表第1の2第9号に定める業務上疾病として認められると思料する。
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

l 事案の概要及び調査の内容

別添調査票（平成7年2月1日補償課長事務連絡第5号による調査票）参照

へ

主治医○○、専門医○○、労災医員協議会の意見響参照

上司○○、同僚○○、同僚△△、妻○○の聴取書参照

2 調査官意見

(1) 被災者の発症前の業務量、業務内容等についてみると、発症前1週間以内の業

務だけでは特に過重な業務に就労したと判断することはできないが、 この間、時

間外労働に加え、休日出勤を含め、日常業務を相当程度超えていると認められ、

また、発症前の1週間より前の業務については、

り 、

恒常的な時間外労働を続けてお

さらに、休日出勤により○○日間休養することなく連続勤務しており、
●

らの業務を含め総合的に判断すると 、

これ

被災者は業務による明らかな過重負荷を受

けたことにより「<も膜下出血』を発症したものと判断される。

(2) またも主治医○○、専門医○○、労災医員協議会の意見書によると、本件「く

も膜下出血」は、発症前の被災労働者の労働態様が大きく影響していると考えて

よいと述べている。

以上により、本件については、発症前に日常業務に比較して特に過重な業務に従

事したものと認められ、業務による明らかな過重負荷を受けたことにより、 「くも

膜下出血」 を発症させたものと判断されるので、労働基準法施行規則別表第1の2

第9号に該当する疾病として取り扱うことが妥当であると思料する。



脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）
の業務起因性判断のための調査のまとめ

機式1
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○○局
．
⑱ 署 業務上外 上・外

労働保険番号 第○○一○一○○一○○○○○○号 事業の種類 ○○○○

事業の名称 伽O株式会社 労働者数 ○○○ 人

事業の所在地 〒○○○○○○○○○ 電話OO(O○○）○○○○

人 リ ガな

被災労働者氏名

××××××××

○○ ○○ 生年月日
昭和○○年○月○日

． （発症時年齢○○歳）
慨リ
⑤
女

請求人氏名 ○○ ○○ 続柄 妻 請求年月日 平成○年 ○月
●

○日

疾 患 名 くも膜下出血

症状の出現日 平成○年.○○月○○日（○噸日） ○時○○分頃 （推定）

発 症 日
平成○年○○月○○日（○噸日) O時○○分
(症状の出現日と相違する場合に記載すること）

現在の状況 生存．⑳(死亡年月日 平成○年○○月○○日）

職 種 営業職 雇入年月日 昭和○○年○月○○日

事案の概要

’
異常な出来事

又は特に過重
な業務の内容

を中心に記載

すること

被災者は、昭和○○年○月に○○○○株式会社に入社し、一貫してマンション等の販

売（営業）業務に従事してきた。

被災者が欠勤しているのを心配した部下が、平成○年○○月○○日被災者宅を訪れ、

室内で倒れている被災者を発見､救急車により○○病院に搬入したが、平…月

○○日午前○時○分に「<も膜下出血」により死亡した。 （家族は○月○日朝冬休みの

ため帰省し、発症時、被災者は一人暮らし。）

被災者の妻○○○○は､被災者の「くも膜下出血」は､恒常的長時間労働、度重なる

休日出勤、頻繁な出張業務等力競いたことから疲労状態となり発症したもので、労働災

害に当たるとして、労働者災害補償保険法に基づいて遺族補償給付及び葬祭料の請求を

行ったものである。
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過重負荷の

内容の評価

| ’

1．異常な出来事について

1

特段､異常な出来事に通遇した事実は認められない。

2．特に過重な業務について

被災者の発症前1週間以内の業務だけでは､過重な業務に従事したとは判断し難

いが、発症前1週間より前の業務については､恒常的な時間外勤務力競いており、

度重なる休日出勤により平成○年○○月○○日に休暇を取得した後､平成○年○○

月○○日までの○○日間連続して勤務し、

ていた・

さらにこの期間に頻繁な出狼業務を行っ

したがって、 1週間より前の業務を含め総合的に判断すれば､特に過重な業務に

就労していたと認められる。

日常業務における
業務鼠との比較

’
可能な限り客
観的なものと

なるよう記戦

すること
’

被災者は、入社以采一貫してマンショ ﾝ等の販売（営業)関連業務に従事しており、

発症前1週間も通常の所定業務に就いている。

被災者の本件「<も膜下出血｣発症前一年間の勤務状況は、月燃｢勤務管理表」のと

おりで、月平均○○時間の時間外勤務及びO○日の休日出勤を行っており、また、発①

症前は○○日間の連続勤務を行っている事実は認められる。

同僚労働者又は同
種労働者の業務量

| ’

販売物件毎に販売プﾛジｪｸﾄﾁｰﾑを編成し､ﾁｰﾑ内で分担して行っている。
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時間的経過の

妥当性の有無
無鰯咄現までの期間

（ 日 時間 分）
剖検の有無 ⑳ ● 有

特に無し

その他特記

すべき事項
特に無し



r

l

→

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）
の業務起因性判断のための調査票

様式2

1 被災労働者に関する一般事項

’’
××××××× ×ふ り ガな

被災労働者氏名 生年月○○○○

事業場名
家業の手伝い

歴職
月
月
月

○(昭和○年
（ 年
（ 年

７
７
Ｊ

く
く
く

１
－
と
、
と

の
こ
も
る
難
脈
主
記！

現在の事業場に
|屈入後の配属先

配属先

第一営業所
営業本部
営業本部

ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ

鋤
聯
蝋

く
く
く
く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ

月
月
月
月
月
月

○
○
○

○月～昭和○年
○月～平成○年
○月～平成○年
月～ 年
月～ 年
月～ 年

(昭和○年
(昭和○年

(平成○年
（ 年
（ 年

（ 年

う
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

く
く
く
く
く
く

１
－
と
・
と

の
こ
も
る
の
す
甑
釧Ｉ

任

"l '
○○分) ll

ll

所定始業H: d::::: | ○時間所定終業時" ｡:::::|撰職蕊｡｡｡時㈲○○時間
所定休憩時刻 ○○時○○分～○○時○○分（休憩時間 ○時間

週休1日制｡侭週週休2日鋤･完全週休2日制･祝祭日

｜畳･他|雛鯏淵鳳｡”
所定休日

勅務形態、所定労
側時間所定休憩
時間、所定休日等
被災労働者に

陵熱ること

’

Ⅵ
１
１
。

内容：

’’
勤務体制

犀画弱辰王惠確雪）出退勤管理の有無無‘⑤

就業規則の有無無．⑤

②出勤繩

⑤その他（(塞縦峯吾ド

勤務形態等に関する特記事項

｜ 特に無し

’
１
１

■

■

■

■

日

日

■

Ⅱ

■

巳

■

ｒ

■

９

’’
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日常業務の内容

繍
峪
鵜
郷

軸
》
侭
》
》
Ｉ

マンション等の販売関連業務

1．聯入見込客の問い合わせ対応

2．パンフレット郵送､持参

3．商談訪問

4．現地物件案内

5．剛入申込取得

6．契約促進

7．重要事項説明、契約事務手続

8．竣工物件チェック、引渡業務

9．提挑ローン事務取りまとめ、仲介業務 、

、



肝
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被災労働者の身体状況に関することｰ

爵蕊塞:嘗鰐畔検査･有無無や）

〔卿欝蕊蕊:暮継劉膵検査の有雌無.章）

健康診断結果

鱗窒壹I
定期健康診断の有無

成人病検診の有無

⑳･有その他の瀧痔の有無

kg)一一一一一一一口一一一一一一一一一一一一一一一一

身長（ ○○○・○○ cⅢ） 。 体重（○○・○○一
医療機関名、受謝関間発症時年齢

） （ 櫛
） （ 歳）

） （ 鯛

） （ 制

） （ 歳）

） （ 鯛

疾病名 Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
７
ｊ

既 往 歴

|謬蕊I
く
く
く
く
く
く

く
く
く
く
く
く

特
に
無
し

）〕

無．有僑血圧症。高脂血症・糖尿病・その他（肥満の傾向
治療内容胎療薬のI胴状況を含む〕 治療期

（ ） （ 年 月～
（ ） （ 年 月～
（ ） （ 年 月～
（ ） （ 年 月～
（ ） （ 年 月～
（ ） （ 年 月～___一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一一

埜礎的病態及び
その治療状況 間

年
年
年
年
年
年

ｊ
７
ｊ
ｊ
ｊ
７

月
月
月
月
月
月

発症時年齢 現在の状況
） （ 約（生存･死亡）
） （ 制（生存・死亡）
） （ 櫛（生存・死亡）
） （ 櫛（生存・死亡）
） （ 櫛（生存。死亡）
） （ 約（生存･死亡）
） （ 歳） （生存・死亡）
） （ 歳） （生存・死亡）

名疾 病続柄

（ ） （
（ 該 ） （
（ 当 ） （
（ 者 ） （
（ 無 ） （
（ し ） （
（ ） （
（ ） （

家族の健康状態

’

霊 薑 葱萄｜
食事の好み等の状況定期健康診断で若干の肥満、軽度の脂肪肝を指摘され呼成○年○月）、

以降肉類を避け野菜中心の食事を採るよう心掛けて竺垂・一

嗜 好 等

(幾差総）

－36－



負傷に関すること（負傷の事実が淫められる場合に記戦すること。）3の1

１
０
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災害（負傷）の
発生状況

負傷に関する
治療状況

疾 患 名 脳出巾・くも膜下出血･脳梗塞 脳塞栓錨、･その他（ ）

損傷の種類 、切創・挫創・打撲・その他（ ）

症 状 無・有噛しい頭痛・急激な血圧上昇・その他 (、 ）〕

負傷部位

頭部・頚部・顔面・その他（

〔
負傷部位がその他の場合
損傷又は症状との機能的関連

無・有帥経系。

）

の他（ ）〕 ）

負傷の性質 負傷の性質と発症の医学的関連の有無 無 ・ 有 、
負傷の程度 、負傷の程度と発症の医学的関連の有無 無 ・ 有

負 傷． 日 年 月 日（ 暇日） 時 分、
症状の出現日 年 月 日（ 噸日） 時 分 、
その他特記

すべき事項
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疾 患 名 脳出血・
－次性心

(脳血栓症・脳塞栓症） ･高血圧性脳症。

･解離性大動脈瘤・その他（
●

）

症 状 不明無･有〔激しい頭痛･急激な血圧上昇・その他（
）〕

症状の出現日 0年○○月○○日（○暇日) O時○○分 （推定）

症状の出現日
の 状 況

’
症状の出現時
の
の
鍬
椛
肌
鵬

誠すること
I

不明

被災者は、平加年○○月○○日午前○時○○釈発の電車で○○に

いたが、現地に連絡したところ現地入りしておらず、

いため、

出張予定になって

羽○○日にも○○に翌賭していな

心配した被災者の部下が同日○○時頃被災者宅を訪れ、

者を発見し、救急車を呼び○○病院に搬入された。

室内に倒れている被災

発 症 日

不明 年 月 日（ 曜日）
fW壼妖の出現日と相造する場合に記砿すること）

時 分

発症から症状
の出現日まで
の 状 況

’
発症時の状況
、症状の経過
等を記職する
こと

’

○○○○○○院○○○○医意見
協雛は:'潅篝房盲宅で道壌"諏全塑性雛塗簔雰繊
, 《瀧活霞1､芽粥奮識蕊嫁魯毒諏圭1昌吐嘗篭奮雄蓋鱒
吐物鵬Iによる窒息の可能性を考えたが、検案時にu睦内、鼻腔内に吐物を認めず、
また、○○病院においても気道内に吐物を認めなかったことから、この可能性は否定
された。

被災者は、少なくとも一度はトイレにいき、そこで嘔吐した（〈も膜下出血によっ
て脳圧冗進が起こり、これによって二次的に起こったものと考える。）。
2発病時間を平成○年○○月○○日午前○時○分頃としたのは､医学的根拠からでな
く、同日午前○時頃に同僚と別れタクシーで帰宅後、布団を敷き寝る準鋪をした等の
状況から考え推定したものである。

異常な出来事
に通遇した日

年 月 日（
r思営な臨雲に蝋遇していない場合は、

曜日） 時 分
記職の必要がないこと）

常な出来事
状 況

異常な出来事
に通遇した場

合、その詳細
を記載するこ
と

異
の

’
その他特記
すべき事項

特に無し 。
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症 状 の 出 現 日（平成○年○月○日 ○噸日）

業
務
に
関
す
る
こ
と

業務盤

業務内容
作業形態

鬮こと
作業環境

その他

欠勤

1

■

温度（暑熱、寒冷）

2その他

身体の状況 ○○月○○日午前○時○○分「くも膜下出血」発症（推定）

1 日の行動

就業中以外の状況 被災者が、欠勤しているのを心配した同僚が㈹月○○日に被災者宅を訪れ､室内で

倒れている被災者を発見し救急車により○○病院に搬入された。



■”

日（平成○年○○月○○日 ○暇日）

１
１

１
１

一

g1j症状の出現 日 の

1労働時間 出勤時刻 ○時○○分 退勤H糊’ ○○時○○分

実労働時間 ○○時間○○分 （鱒鮒鯛g"g9=)
業務鐘

業
休憩の有無 有・無 社外営業活助のため不明

2労働密度 普通

3その他

務

に

1 出社後､事務処理。電話勧誘等デスクワーク

2○○時頃より、噸客訪問（紺'蟷業活動：○件事業場→○○→○○→○○→顎
業場

3○○時頃帰社、その後電話勧誘等デスクワーク

4○○時○○分退社

業務内容

１
１

瀞
灘
離

関

す

る

こ
I

1温度（暑熱、寒冷）

2その他

作業環境 I

と

他

’
’

1

1 日の行動
出
社’

宅社髄
細
微
蝿
一

宅
を
出
る

床
・
・
朝
食 ’ ’

，
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
６
Ｉ
Ⅱ
ｒ
Ｉ
ｌ
Ｂ
ｒ
Ｌ
■
■
■
即
Ｂ
■

i当日朝○時に起床し､帰省する妻子を○○駅まで送った後出社する。

2○○時○○分残業終了後、同慨○人とともに○○駅近辺で飲食（○軒）し○○時過

就業中以外の状況

や

ぎにタクシーにて帰路につく。

’
一

－40－



’

一

業

務

に

業務内容業務内 1 出社後、デスクワーク

2○○時頃より、顧客訪問(社外営業活動:○件事業場→○○→○○→事業場
3○○時頃帰社、その礎II務処理等デスクワーク

4○○時○○分退社

関

鰯雲｜|難易度、
灘譽｜
め詳細に

|雪警するI

鰯雲｜|難易度、
灘譽｜
め詳細に

|雪警するI

す

る

ー

L一

作業環境作業環境 1 温度（裂熱、寒冷）

2 その他

と

その他その他

帰宅後首筋のだるさを訴え、身体の状況 妻より○○分程マッサージを受ける。

1 日の行動 1
0 出

社

‐
起
床

帰
宅

I リ I

l
12

1 1

社宅寝

就業中以外の状況

I

’
’

ー －~ 』

症状の出現日の 2 日前（平成○年○○月○○日 ○曜日）
－

’業務燈
l労働11寺間 出勤時刻 ○時○○分 退勅時刻○○時○○分
実労働時間 ○○時間○○分

（ 時間外労働時間 ○○時間○○分
深夜労働時間 ○時間○○分

休憩の有無 有・無社外営業活動のため不明

2労働密度 普通

3その他

）



I

症状の出現日の 3 日前（平成○年○○月○○日 ○I蜥旧）－－
l労働時間 出勤'l1寺刻 ○時○○分 退勤時刻 ○○時○○分

鋤時間 ○○時間○○分 （鱗鱸罵 g"ggg)
休憩の有無⑤･無○時間

2労働密度 普通

業務量

業

務

3 その他 終鯛礫場内でデスクワーク

’に
‐ -------------一---------~~~一~~~一一~~~－－1

1午前、顧客来店のため面談

2午後、翌日の物件説明醤類軸縛デスクワーク

3○○時○○分退社

業務内容

灘.｜
謝壬の軽

艤鑿する’

関

す

る

一
」

｜
b1温度嶋熱、寒冷）

2 その他

作業環境
と

その他

身体の状況

一

1 日の行動

I
の

○○時○○分残業終了後､学生時代の友人と飲食し、○○時頃帰宅。就業中以外の状況

－42－



一■二己 一一 二 － 一■■

一 一 ‘舍 垂、 手 ＝－

－－．－？ーｰ 一． ニ

’

I

I

業

１
１ 務

I
に

業務内容 1 ○○時出社後、顧客ローン手続処理のため外出（○○へ）

2帰社後、顧客棚卸し事務処理

3○○時退社

注）顧客棚卸し． 。 。自分の顧客の内容整理（月間活勤実鎖表）。

関 ,作業形態、

、業務の
難易度、

寅任の繼

重等を含

め詳細に

記戦する

“こと ．

す

づ

勺

一

L一

作業環瞳 1 温度（暑熱、寒冷）

2その他

と

その他他そ の

－

身体の状況 帰宅後､右手の郷れ､首筋のだるさを訴え妻より○ll洲程度ﾏｯｻｰジを受ける。 ’

－－－

一
剛
鯏

1 1 1
1 日の行勤 ４

１
０

上
ｌ
岨

|､■■■■■ ユ
帰
宅

1 1 ＋
Ｉ
型 I退

社
就
寝

－－←就業中以外の状況

－

茜
I－43－

症状の出現日の 4 日前（平成○年○○月○○日 ○I刷日）

業務量 1 労側時間 出勤時刻 ○○時○○分 退勤時刻 ○○時○○分

実労働時間 ○時間○○分

休憩の有雌 ③･艇○時間

2労側密度 普通

3 その他 休日出勅

〔 時間外労働時間 ○時間○○分
深夜労側時間 ）



一一

I l

■
ｇ
Ｄ
●
●
凸
日
■

4
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I

＝雑小山調日の 5 日舸（平成FJﾉu,-ﾉロ 、ジ嘩嘩画'

業
務
賑

業務量 1労働時間 出勤時刻 ○時○○分 退勤時刻u_J"uJ"

実労働時間 ○○時間○○分

蝿の有無 ③ 無 ○時間

2労働密度 普通

3 その他 休日出勤

（
時間外労働時間
深夜労働時間

○○時間○○分
○時間○○分

）

関
す
る
一
‐

業務内容
》
》
》
唖
一
癖
》
靴

1○時出社

2 ○○時から事業場内において○○○マンションの第○日目一斉引渡
し残金を受領する）

3○○時引渡業務終了

4その後事務処理等デス

5⑩時的分退社

クワーク

(顧客に鍵を渡

作業環境 1温度（暑熱、寒冷）

2その他 e

その他

身体の状況 帰宅後首筋のだるさを訴え、妻より○○分程度マツサージを受ける。

1 日の行動

就業中以外の状況



～

I

’
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症状の出現日の 6 日前（平成○年○○月○○日 ○畷日）

業
務
に
関
す
る
こ
と

業務量

業務内容

作業形態

鬮こと
作業環境

その他

1労働時間 出勤時刻○○時○○分 退勤時刻 ○○時○○分

実労働時間 ○時間○○分

休憩の有無 ③

2労働密度 普通

3 その他

無○時間

（
時間外労働時間 ○時間○○分
深夜労働時間 ）

1○時出社、引渡業務打合せ･事前準備処理

2○○時から事業場内において○○○マンションの初日一斉引渡（顧客に鍵を渡し残
金を受領する）

3○○時引渡業務終了

4その後、事務処理等デスクワーク

5○○時○○分退社

l 温度（暑熱、寒冷）

2 その他

身体の状況

1 日の行動

床社 社宅 寝

就業中以外の状況



■
■
■
■
Ｂ
Ｄ
＆
■
■
■
●
■
■
：
■
■
■
ｉ
■
・
■
も
０
，
▲
■
■
。
。
、
，
、
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捧状の出現日の 7 日前(平成○年O○月00日 u噸ロノ

業務量

｡凸

1労働時間 出勤時刻 ○時○○分 退勤時刻 ○○時00分

実労働時間 ○○時間○○分 〔
時借桝労働時間 ○○時間○○分
深夜労働時間 ○時間OO分

休憩の有無 有･無 社外営業活動のため不明

2労働密度 普通

3 そ
●

の他

）

業務内容
》
《
唾
》
》
》
る柵
叱
１

1 出社後､顧客訪問（社外営繩動: 0件事業勝DOO→00→OO→○○→
○○→事業場）

2○○時頃帰社、その後○○○マンションの一斉引渡準捕業務

3 ○○8約○分退社

作業環境 1温度曙熱寒冷）

2その他

その他

身体の状況 帰宅後、首筋のだるさを訴え、 妻より○○分程度マッサージを受ける。

1 日の行動

就業中以外の状況



１
回
■
日
■
■
■
■
■
ｇ
１
ｉ
■
１
１
１
■
■
・
ロ
Ｉ
Ｄ
・
Ｉ
・
Ｉ
Ｃ
１
０
．
’
１
０
”
；
，
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症状の出現日の 8 日前（平成○年○○月○○日 ○噸日）

業
務
に
関
す
る
こ
と

業務量

業務内容

作業形態

農
こと

作業環境

その他

1労働時間 出勤時刻○○時○○分 退勤時刻○○時○○分

実労働時間 ○時間○○分

休憩の有無 ③･無 ○時間

2労働密度 普通

3その他

（
時間外労働時間 ○時間○○分

深夜労働時間 ○時間○○分 ）

1終日、引渡関連事務処理、電話勧誘等デスクワーク

2○○時からミーティング（チーム内打合せ）

30○時○○分退社

1 温度（暑熱、寒冷）

2 その他

身体の状況 帰宅後、首筋のだるさを訴え妻より○時間程度マッサージを受ける。

1 日の行動

床社 社宅 寝

就業中以外の状況



一

二 口憲爾
休憩の有無 有。無不明

2労働密度 普通

業務量業

業

務

3 その他

に

1 出社後、来店客対応、事務処理

2○○時より、○○銀行○○支店へ出張

3帰社換○○○マンションの議己事務処理

4○○時○○分退社

業務内容

熱’
関

す

亨

③

こ

1温度（暑熱、寒冷）

2その他

作業環境
と

その他

一一一一■一一一一一一一一一一一一一一一一_一－

帰宅後首筋のだるさを訴え、妻より○○分程庇マッサージを受ける。
－

身体の状況

1 日の行動

就業中以外の状況

－48－

」
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銃

勘，

症状の出現日の 10 日前(平成○年○○月○○日 ○噸日）

業
務
に
関
す
る
こ
と

業務量

業務内容

作業環境

その他

1労働時間 出勤時刻 ○○時○○分 退勤時刻 ○○時○○分

実労働時間 ○時間○○分

休憩の有無 ③

2労働密度 普通

無 ○時間

（
時間外労働時間 ○時間○○分
深夜労働時間

3その他 終日事業場内でデスクワーク

）

l終日、伽マンション

2的時的分退社

残金事務処理（デスクワーク）

1温度（暑熱、寒冷）

2その他

身体の状況 帰宅後、右手の津れ、首筋のだるさを訴え妻より○時間程度マッサージを受ける。

1 日の行動

床社 社宅 寝

就業中以外の状況



鐸
廻
宮
ｒ
Ｐ
Ｕ
二
日
Ｂ
い
い
Ｆ
Ｕ
ａ
ｑ
■
■
マ
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０
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伽
．
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症状の出現日の 1 1 日以前

業務量､業務内容､作業環境､身体の状況等の概要

○○月○○日 休日出勤:ml入金事務手続

○○日

↑

○○日

伽マンション内寛会のた

○○日 午前中社内で事務処凰

○○日

○○時的分~CO時O○分

め現地へ出張(現地宿泊）

午後より○○へ出張(現地宿泊）

社外営業活動、電話勧誘､事職処理：○○時○○分sCO時○○分
ゆ

○○日 社外営業活動、事務処理:○○時○○分～○○時○○分
●

○○日 休日出勤:電話勧誘､顧客訪問準備 的時○○分～○○時○○分

○○日 休日出勤：電話勧誘○○時○○分～○○時○○分

○○日 電話勧誘、事務処理（棚卸し）寺

●
● ○○時○○分～○○時○○分

以上のとおり、休日出勤を含む通常の所定業務を行っている。

、

屯令



I

(4)腰痛

調査結果復命書

－51－

署
長

次
長

課
長

給
調
官

係
長

係
復命年月日

平成…月○○日

割辞職#騎翰項

1．調査E穂現のとおり決定する。

2．下記事由により再調査を要する。

調査官 鼈畠督官
茅務官一労災太郎印

調査年月日 平成…月○○日へ職…月⑩日

調
査
目
的

事
業
場

名称 ○○○○ 代嚢音名 ○○○○

所在地…… 壷○○……

労働閑鼠溺号 0 ololo oに壷
g q

O!OiO
0 0

○

l O

OIOIO
｡ g ●

業種 4職

労働者数 男○名女○名合計伽

齢

災
労
働
者

氏名 ○○○○ ⑤･女 生年月日 M･T･③○年○月○日（伽）
住所…… 茜0つ……

職種 《詞･日圃ﾌﾟﾛグﾗﾏｰ 職鋤糊 週○○時間 1日
・
剛

雇入年月日 ○年○月○日 被災年月日 ○年○月○日

請求種別 瞳 )･休業･障害･遺族･葬祭． （ ） 受付年月日 平成○年○月○日

請
求
の
．
概
要

謂求人は､事務所の模様替えのため、同僚Aとともにスチール机を運んだ際､腰部に痛みを感じ5日

間の治療を行ったことから、療養補償給付の請求に及んだものである。

調
査
の
結
果

本件は､業務上腰痛の認定基準の要件を満たしていることから、労…ﾃ規則別表第1の2第1号

に定める業務上疾病として認められると思料する。



I
１
１

ヨIuJ

LUFOびこ少ご〃､－噂’ｰ､－－－
■

孔の全重蚤が請求人にか力

1L 蔀

－52－ 0

調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

災害発生状況（別添死傷病報告書写、
譜索人．＆司・同僚の麓取書（1）参照）

(1) 災害発生場所 ○○株式会社本社事務所内
床に災害による窪み有り（別添写真参照）

(2) 負傷時に取り扱われていたもの

塁乏二』哩塗処

(3) 状況

2

請求人は、

《2》 形状は机上面が四角形の机

大きさ：机上面 : 165cm×70cm 高さ

重さ：約100kg (机の中に入っ

事務所の模様替えのために、

と行っていた。

』三通堂堂盛_些空1

壁亘墾笠

(1)既往歴

（4）

《a）

机、本棚

(請求人及び産業医の聴取書参照）

･傷病名腰部打撲

(2)

･発症時期

●

昭和○年○月頃

･発症時の作業内容と負傷の状況

通勤途中、

転倒した。

駅構内の階段を降りていたとこ

､入院期間 2日間 通院なし

･医療機関名○○診療所

労働者の身体について特記すべき事項

･身長 170cm

・体重 75kg

ろ 、

、

:75cm

ていた書類等を含む）

ロッカー等の移動を同僚等も

濡れていた路面に足をとらZ
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

健康診断の結果をみると、就職してから体重が年々増加している。

3 療養の状況

医療機関 ○○病院

療養の期間 ○年○月○日～○年○月○日

通院 5日間

主な治療内容ホットパック療法、薬物療法（筋弛緩剤）

就労状況 平成○年○月○日から職務に完全復帰している。

4 主治医の意見（別添臨床所見参照）

(1) 傷病名：筋・筋膜性腰痛

(2) 傷病部位：腰部

(5）

(3) 自覚症状：初診時、腰部の自発痛及び運勤痛、運動制限あり

(4)他覚症状

経過と共に漸次症状軽快

①視診所見（脊椎の変形、姿勢の異常）

生理的前轡消失し平背坐骨神経痛性側轡なし．

②触診所見（鰊突起圧痛、側脊柱筋の緊張、各種圧痛点の圧痛、掌圧痛、叩打

年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 元年 2 年

体重 61kg 65kg 66kg 68kg 69kg 71kg 72kg 72kg

年 3 年 4 年 5 年 6 年

体重 72kg 73kg 75kg 75kg
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

浦等）

イ触診で腰背筋の緊張

ロ第3腰椎横突起、腰仙椎移行部、上殿神経部に著明な指圧痛が認められた
③神経伸展試験及び冠名テスト （ラセーグテスト、下肢伸展挙上テストSLR、
大腿神経伸展試験FNS 、パトリックテスト、オーベルテスト等）

｜
上記神経伸展テストはいずれも陰性
④エックス線所見等（先天性奇形の有無、災害の既往に起因すると思われる変
性、その他加齢現象を上回ると思われる病変の有無等）
イ脊椎の単純撮影、前後、側面、斜位（第1、第2） 、機能撮影（最大前。
後屈）いずれも陰性、病的所見なし

ロ CT及びMRIは施行せず

⑤症状の経過と現症

イ比較的安静と薬物、理学療法、日常生活指導で症状軽快
ロ最終診察時には、診察時の愁訴は消極 ’
⑥腰痛発症の直接原因

業務中にスチール机を運搬中、不自然な肢位、姿勢で腰椎に過度の負担がか
かり、腰筋を負傷し、災害性要因により腰痛を発症したものと思われる。
その他

年々の体重の増加と肥満傾向、アルコールの多飲、腹筋の弱化、不良姿勢な
どにより、腰痛を発症し易い身体状況の上に、腰筋に過度の負担がかかったた
めに腰揃を発症したものと思われる。

調査官意見

本件請求の災害発生及びその状況は、本職の見聞及び関係者からの聴取書により

(5)

5

明らかであり、また、本件腰痛は認定基準
(1) 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作
にI堂慮罵巽菫孟孟易榊が業務遂行中に突発的なで=菫二三竺一

’

－54－
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

たと明らかに潔められるものであること。

(2) 腰部に作用した力が腰痛を発症させ、又は腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著

し<増悪させたと医学的に潔めるに足りるものであること。

を満たすことから、労基法施行規則別表第1.の2第1号に定める業務上の疾病とし

て認められると思料する。

■6
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の確認(1)聴取による災害発生事実、

(2) 起因物の確認

(3) 発生の状況

(4) 既往症等の確認
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(5) 主治医の意見
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(5)障害認定

障害認定調査復命書睡圖二二二コ

l

eザ

､談.．
f▲･缶も
6G口
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蕊
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今〆

署
長

次
長

課
長

給

書
係
長 係

織年月日

平成○年 C泪○日

謝辞峡擶薦唖

1.調査官意見のとおり決定する。

2．下記事由により再調査を要する。

調査官
仁
匡
棚
洲
識
l菖
鑑督官

謬務官一一蛍_鋤一本_L印
調査年月日 平成○年○月○日～国城○年○月○日

調
査
目
的

＝蝿

事
業
場

名称 ○○○○ 代表者名 ○○○○

所在地…… 缶○○……

労醐剰鰡鍔
●
●

OO0
：

O:O
ロ

0 0 q O O

op!O!OiOio
： ：

OIO:0
0 ●

業種金…

労働者数 男○名女○名台計伽

被
災
労
働
者

氏名 ○○○○ ⑤･女 生年月日 M･T･OO年○月○日（剛）
住所…… 竃○○……

職種 鰯･日圃プレスエ 職働時間 週 C時間1日○○時間

雇入年月日 ○年○月○日 被災年月日 ○年○月○日

請求種別 療養･休業暉夢遺族･葬祭． （ ） 受付年月日 平成○年○月○日

請
求
の
概
要

被災者は、プレｽｲ卿､機賊についていたクズを取ろうとした際に右手をスライドに挟まれ負傷、

直ちに…に運ばｵrて鋤､右手鋤吸［姑手首骨折の傷病名で治廉を受け本年6月1日治ゆし

た状負傷部位に障割残ったため､障害補償給付の:鰊に及んだも公

調
査
の
結
果

障害等級第7級の障害として給付基礎日額131日分の障害補侭年金を支給すべきものと思料する。
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

l 障害の状態

（1） 障害補償給付支給請求醤裏面の診断普（平成○年○月○日付け○○病院主治医
○○医師作成）によれば、障害の状態は次のとおりである。
（別添資料l診断書写参照）

①右薬指。小指を墓節骨で切断。

②右示指。中指の末節骨を長さ2分の1以上を亡失。
③右手首関節に骨折が原因の可動域制限あり。
手関節の関節運動可動域（平成○年○月○日医師測定）

’

左（健側）右（患側）

70。40｡屈背

90。
45。屈堂

→一

25。1 O。屈澆

55。
20。屈尺

(2)請求人の自訴は次のとおりである。

（別添請求人からの聴取書参照）

①右手の薬指と小指を失ってしまった。

②また、同じく右手の示指と中指の先の方も失ってしまった。
③右手首を骨折してから、手首の関節があまり動かなくなった。

’
－58－
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

(3) 平成○年○月○日に本職が請求人の手関節の関節運動可動域を測定した結果は

次のとおりである。

手関節の関節運動可動域（平成○年○月○日本職測定）

(4) 平成○年○月○日付け○○労働基準局地方労災医員○○医師作成の意見書によ

れば、障害の状態は次のとおりである。

(別添資料2意見書参照）

①自訴及び自覚症：右手関節があまり動かない。
巳

②他覚所見：右薬指・小指が基節骨で切断されている。

右示指・中指の末節骨の長さ2分の1以上を亡失している。

右手関節に骨折が原因の可動域制限あり。 ．

右（患側） 左（健側）

背 屈 40
＠

70
⑥

掌 屈 35
0 。

80
、

僥 屈 10
。

20
。

尺 屈 15
｡

50
。
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

’ 手関節の関節運動可動域（平成○年○月○日労災医員○○測定）

’

’
1 O｡

(5) 事業場の請求人に係る健康診断書及び事業主、同僚等の証言によれば、請求人

には、既存障害がなかったことが認められた。 （1）

（別添資料3 健康診断書、及び聴取響参照）

2 障害等級の認定

（1） 指を基節骨で切断したもの（2）は「指を失ったもの」に該当するので、右薬指

及び小指を基節骨で失ったものは、障害等級表第1 0級の5 「1手の示指を失っ

たもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの」に該当する。

(2) さらに、指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの(2） は、 「手指の用を ’
廃したもの」に該当するので、右示指及び中指の末節骨を長さ2分の1以上を亡

失したものは、障害等級第1 0級の6 「l手の母指の用を廃したもの、示指を含

み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの

」に該当する。

(3) 被災者の右手関節（患側）の主要通勤（背屈及び掌屈）及び参考運動（携屈及

び尺屈）にかかる関節可動域を左手関節（健側）と比較す皇{息） 《3,と次のように

一

－60－

Ｉ
ゞ
一

背 屈

掌 屈

右（患側）

35
。

45
。

左（健側）

65
｡

85
ロ

擁 屈

尺 屈

1 5
◎

25
0

55
◎
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

なる ◎

これによれば、主要運動についてみると、右手関節の運動可能領域は左手関節

の4分の3以下に制限されているが、 2分の1以下の制限にはわずかに達してい

ない。しかし、参考運動について (“

節の2分の1以下に制限されている。

みると、右手関節の運動可能領域は左手関

関節機能障害については、原則として当該関節の主要運動のいずれにも所定の

運動制限がある場合に「著しい障害」又は「単なる障害」として取り扱うことと

なるが、本件のように右手関節の主要運動が2分の1以下の運動制限にわずかに

達しない場合であっても、参考運動が2分の1以下の運動制限に達していること

から、主要運動と参考運動を併せ評価し、 2分の1以下の運動制限である著しい

機能障害として取り扱うこととなる。

したがって、右手関節の機能障害は障害等級第10級の9 「l上肢の3大関節

中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当する。

(4) これらの障害に系列番号を付与する (5） と、次のようになる。

右薬指及び小指の亡失 （第10級の5) 24

右示指及び中指の用廃 （第10級の6) 24

右（患側）

主要通勤 参考迦動

背屈 蝋屈 合叶 撹屈 尺屈 合叶

左（健側）

主要運動 参考遜勤

背屈 掌屈 合叶 腕屈 尺屈 合叶

比
0
率

主要連動

側
閲
里
鯉

参考迎勤

， 患閲

一

健胴

40
0

45
｡

85
。

10
＠

20
｡

30
｡

70
｡

90
｡

160
目

25
｡

55
｡

80
｡

53％ 38％

閏在官

○月△日 40
0
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。

75
0

10
｡

15
＠

25
｡

侭
｡

80
。

145
回

20
◎

釦
｡

70
｡

52％ 36％

△O医師

△月○日

●

35° 45
。

80
＠

15
◎

10
｡

25
｡
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◎
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｡

150
｡

25
。

55
◎
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｡

53％ 31%
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肖示指及び中指の用廃
右手関節の著しい機能障害（第10級の9）

bくって、右薬指及び小指の亡失（第10級の5)と

0級の6）は同一系列内にあるので、壁食里互迩
と第9級となるが、旦堕睦宣竺暹凰圭一重且_鯉堕_』
膳芸し<は示指を含み3以上の手指の用を廃し掴

起田

強の

二
Ｇ
Ｇ
号
。
。
●
・
ニ
■
や

ロ
日
０
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Ｇ
日
６

の場合、労災保陳瀝腿何凋

古銭今担目''第4条第1項ズ
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

三_と_と墓旦2－《”

また、同一上肢の機能障害と手指の欠損障害又は機能障害は、
取り扱われるので、

］ 調査官意見

以上のことから、

する ◎

右手関節の著しい機能障害

本件については、

(第10級の9)

第7級の障害として

0

、

同一系列として

と準用第8級と

これは睦豊2

(”

給付基礎日額131[
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1

【 ポイ ン 卜 】

(1) 既存障害の有無

(2) 単一障害の把握

(3) 関節可動域の比較

(4) 運動制限にわずかに及ばない場合、参考運動の運動制限をみること

(5) 系列番号の付与

(6) 同一系列内にある障害の等級を併合の方法を用いて定める

(7) 障害の序列の考慮

、

(8)特別支給金規則第4条第1項かつこ書きの適用の有無

’
－63－
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調 査 内 容

1．廻云のI正状、

(1)過去の症状
治擬内容について（概ねl～2年前の状況）

「ここl～2年は頚部の痛み、両手首の痛みがあり、寒冷時には両前碗
った。また、両肩に運動障害があった。」ということであった。

の痛み、白ろうがあ

(Zノ趣去の治譲内容
｢ホットパック
であった。 、パラフィン浴、マッサージを行うとともに、薬を飲んでいた。」とのこと

薬については調査対象者の話から判断して、 鎮痛消炎剤、ビタミン剤であると思料する。

Z・挽迂の征状、

(1)現在の症状
｢現在も頚部
のこと。

治療内容及び治療効果について（調査時現在の状況）

、両肩の痛み、両手首に痛みがあり、時々指にも癖れ、こわばりがある。」と
､
O

、ゴ

(Zノ現在の治療内容

｢現在も、ホットパック
どい時に飲んでいる
薬については、

。」
、パラフィン浴を週2回行っている。また、薬についても痛みのひ
とのこと。

過去から服用している鎮痛消炎剤、ビタミン剤であると思料する。

旧ノ宿翫幼呆

｢ホットパック
けていきたい。

、パラフィン浴を行うと、
」とのこと。

痛みが緩み大分楽になる。今後も現在の治療を続

(4ノ症状固定の見込み時期等（主治医からの説明等） 平成年 月 日
「先生も今の症状を劉上させないためにも、治療を続けた方が良いと言っているI

(見込み）
上り〕戸上

5・ 目扇笙沽の状況について

｢運動をかねて歩いて通院をしている。 」とのこと。

4 万火味険制度の趣旨及び治ゆの概念等の説明

(1)労災保険制度の趣旨及び治ゆの概念の説明 ｡行
②の理

った。 ②行わなかった。
由〔 〕

(2)障害（補償）給付の請求に係る手続き ｡行った。
②の理由〔

②行わなかった。
〕

(3)経過観察の趣旨の説明（※振動障害のみ）

･経過観察を行う場合の実施時期
･経過観察中の転医の取扱及び署への事前連
絡について

･経過観察終了後の取扱について

騒鰔。 ②行わなかった。 〕

灘言月驚○f
(4)各種援護制度、 アフターケア制度の説明 ｡行った。

②の理由〔
②行わなかった。

〕

(5)就労希望の有無 ①有り
②の理由 〔

○無し
〕
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1．過去の症状、治療内容について（職ねl～乙十同,j・ジッ、‘ﾙ′

¥ztWi)2)"a2%lであり、両肩痛挙上制限の運動器障害も認められた。（1）過去の症状

年読としては、頚部痛、両手首揃であったが、寒冷時にはレイノー現象も認められたとの

(2) 過去の治療内容
巡勤療法、理学
薬の投与、ヴエノ

療法を行うとともに、病みの増悪時
ピリン900mg等の注射を行って

にはロキソニン、
きた◎

バナルジン等の閥肥

ｆ

’(3)各種援謹制度、
アフターケア制

(1)労災保険制度及び治ゆの概念の説明

(2)経過観察の趣旨の説明 (※振勤陣壱のかノ

:篭鱗認総擢灘の提出繊
について
､鐸渦観察中の娠医の朋及について
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調 査 内

一

容

①当該患者については、現在69歳であり加齢の関与について主治医に確認したところ加齢との
鑑別は困難であるということであった。

②当該患者の肩関節挙上の制限について、主治医に確認したところ昭和○年当時の変形性頚椎症
による影響を否定できる訳ではないということであった。

③最近における症度区分、痛み、しびれ等については、数年ほとんど変化がないところであるが
主治医によると現在の治療を行うことにより症状の増悪を防止しているということであった。

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

１
１

当該患者は、昭和○○年に認定以来1 1年にわたって○○病院において治療を行っている。

振勤障害の手指のしびれ、痛み、こわばり等の症状は、昭和○○年以来ほとんど変わっておら
ず治療内容もほぼ同一のものであると考えられる。

また、本人の自訴によるとレイノー現象の訴え、肩関節の通勤器障害の訴えがみられるが、当

該患者に現存する症状については、慢性症状であり今後の医療効果も期待できないと思料すると

ころであるが､.主治医は治療を継続すべきであるとの意見であることから、○月から6カ月間の
経過観察を実施した上で、治療効果、療蓉の雲蚕寡兆ll餅寸云f=上上l;-1 、

雄奄継極すべきであゐとの恵見であることから、○月から6カ月間の

治療効果、療養の要否を判断することとしたい

調
査
宮

。意

見

L
－

－

’

’
調査官意見によると、当該患者の昭和○○年以来の症状及び治療内容については同一のもので

あると考えられるところである。主治医は現在の治療を継続すべきであるという意見であるが症

状経過、治療内容等から判断して症状は悪化しないと思われることから、来月から6カ月間の経

過観察を実施した後、主治医より検査所見譜、意見謹を微し、経過観察前と比較して療養の要否
等を判断するのが妥当であると思料する。

’署
内
の
検
討
結
果
内

’
I

｢重言

榊

搬
纈
郷
蹄
馴
蝿
く

Ｉ
－

局署検討会等に協議した後判断する。 （ 月開催）
鑑別診断の結果判断する。 （ 月頃 医療機関の 医師を予定）
局医協議会に協議し、その意見を踏まえ判断する。 （ 月開催予定）
療饗継続とする。

しばらく療養継続し様子をみて判断する。 （ 月後再度判断）
経過観察（6ヵ月）後判断する。
症状固定とする。 （ 月 日）

Ｌ
２
３
４
５
⑥
爪
８ その他（ ）

－■

※該当項目稀号に○印を付す。
－
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）付添罐殻(7

調査結果復命書
I

復命朝日

平成○年○月○日
係
長

給
調
官

課
長

係次
長

署
長
》
》

良

調査官
〈“

窪遡繼超塑 I

一

○日～平成○年○月○日一1.調査官意見のとおり決定する。

2．下記事由により再調査を要する。
調査年月日

付添看談の必要性の調査

調
査
目
的

一一一一一一一一一一一一一一一一一

’雇嘉『雨蕊艤_聖一望
一一一一一

現職雌者的、ｲ艤者名
一
一

鍔
面ﾏ学校改修工事作縄名称

鄭
業
場 甥

所在地 I

建設業業種
ざ○'○|域○|qoioiokigEgg○:OOd○℃:○:○'○

a d b q q労働保険悉号

舅一顧五○名合計Q弩 扉素意蒜-頭…諄~扇~己巨（のわKFT･@労働者数
生年月日一一=一一一－②･女○○○○ 一○○○○

●

祁
氏名
被
災
労
働
者
働
者

１
１

１
１

１

０

０

１

１

口

Ｊ

ロ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

。

。

■

１

ｌ

ｄ

ｌ

痕一団時間1日 C願住所
所定労働時間

億用。日圃 大工億用。日圃 大工
職種

被災年月日○年○月○日
雇入年月日 平成○年○月○日受付年月日二

イ

－68－
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夢冬1. ,.
弓 ○

画 ●■

瀧

調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

l 傷病の経過（,，
6

(1) 平成○年○月○日午前○時ごろ、○○小学校改修工事現場において、 2階天井

の張り替え作業中、脚立より転落して、頭部、肩部を強打した。

(2)同日、○○病院へ受診したところ「頭部外傷I型、肩部・腰部打撲」と診断さ

れ、頭部の傷口の縫合を行い、精密検査が必要なことから同病院へ入院した。

(3) 翌日

行った

、

◎

X線撮影の結果、頭蓋骨に血腫を認めたため、 「頭蓋内血腫除去術」を
､

(4) その後、肩部・腰部打撲については疹痛が消退したが、頭部外傷により運動機

能に障害をきたしている。

(別添死傷病報告書の写、本人からの聴取書参照、また、○○病院○○医師に

より確認）

2 現在の治療内容12,

投薬を継続しつつ、経過観察中。 （○○医師により確濯）
●

3 付添看護の状況（○○医師に確浬、○○看謹婦・家政婦紹介所に確潔）

(1) 請求人は、○○病院へ入院後、けがの状況により、常時看護が必要であったた

め、○○看護婦・家政婦紹介所より紹介されたものを看護担当者として一人つけ

た 。

なお、指定医療機関台幅及び県保険課へ確認したところ、 当該○○病院は、基一

蝿雲諦の霊詞室雪上十字差E､ずかつ‐釿費識料を算定するための届出も行ってい

ない ◎ （3）
－

また、診療費のレセプトにおいて確認したところ、看謹料は『その他

の看護」による算定であった。

(2) 請求人は、紹介所へ看謹資格者を求めたが、該当者がいないため、やむを得ず

看護補助者を紹介してもらい、看護補助者（担当者)は､主治医の指示を受け塾

着議の補助を行っている 。 “】

(3) 付添看謹の必要性について、

『

主治医へ確認したところ次のとおりであった。

土曇令室幸,ｼ､瞳＝,7，岼龍蹄 両面蔀仇纏に上阿誼篝内巾臓除去術を行い、その後の



＝ ■■
一一一マー

１
１
１

調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

過は良好重垂皇且一塁延墜皇一堂韮些圭旦遥過哩塞垂丘ユエ竺亙込一公僅進工空な

つたo (5)

洲査官意見

， 付添看護を実施して、

4

､ろ当該医療機関は、基準看護の承認及び新着説料を算定
(1) 付癖有謹'と

するための届

(2)傷病の状態

期間にわたり

臺逆重量_至里(5)に該当するものと思われる。
(3) 看護形嵯は、傷病労働者1人に対して看談担当者1人で看護を行う』ム位童謹
であり、 16】傷病の状態により妥当である。

(4)這謹過当童“’ は、看護資格者を求めたがいないため、やむを得ず資格者以外
一

の者をあてており、妥当である。

以上により、本件付添看談は妥当である。

’

１
１

’

－70－
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(1) 傷病の状態の経過
1

(2) 治療内容

.(3) 対象医療機関であるか

(4) 看謹担当者について

支給要件に該当するか(5)

(6) 看謹形態について
１

６

口

Ｌ

ｆ

Ｉ

■

Ｊ

ｆ

ｊ

ｌ

■

リ

ム

Ｉ

ｆ

ｐ

Ｂ

４

Ｏ

■

■

Ｌ

Ｂ

Ｊ

■

■

ｌ

ｂ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

１

１

Ⅱ

１

１

１

０

日

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

１

１

Ⅱ

ｌ

Ｉ

ｌ

９

ｂ

■

ｑ

Ｉ

Ｉ

ｌ

‐

１

１

！

I
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(8)通勤災惑
’似命1W

番号

平均賃金

陣霧状態
受給椛者
支総制限

第三潜行為
l平年弊受給関係

⑦
③
⑨
⑩
⑪
⑫

適用関係

遡勁泌定

療誕内容

治ゆ月日

休業lUl間

休業中の前金

①從
推
瞥
族
茶
瓶

娠
休
陳
泄
罪
側

１
２
３
４
５
６

熱
艇１
篝 平成 我

泌
性

、
③
④
⑤
⑥

○年○月 ○日

併

一
僻

潤 識

〈
叩 pp後

保険給付実地調査復命書 ’
(通勤災害用）

囎幹縦号化曲ハーーr、

労働保I ○:○;○?○;○砺
莱
鶚
の

名称｜㈱○○○製作所
l旦
名
○○○○

邸○○○○○町○丁目○○Nド地｜地賊所在地

○日生（○○歳）'ﾘ1．大⑬○年 ○月○○○○ ｜室i暑蝿

邇・○○○○○町○丁目○○i縦|職繩

労
働
者
の

氏名

名

所

氏
住

脈入
年月日
○年○月○日

D e－q■巳．” －－－△｡－

鰐災 害 発 生
一一

－

一

所

’ 時日

○○○○
一‐一平成○年○月○日午悪○時○分噸

一

災
瞥
の
発
生
状
況

当日の通効形態当日の鯰紫終准11渉刻
一一出勤.退勤途上の別 ｜当8に宮宅翠;会社を出た時刻

一

’
万7零-5三扉壼IMLL皐出。職職,特殊勤務,特殊勤務

’ 午恐午蕊○時○”出勤・画動・唾， 」
別紙の1のとおり状

況
及
び
原
因

別紙の2のとおり遡及

び
方

勤
溌
路

通
勤
経
路

図法

ｨ1.の時の
内 瀞

通通要
懲勤時
の所悶

’ 時間40分位|塾澄愼誌月銀 別紙の3のとおり③ ．Ⅷ

診推般関
旬

嫌 日間総擁実日数平成 年 月 日から平成 年 月 日まで期

平成 年 月 日治ゆ年月日

I鍵
初診診擁機関月一日

数体｜ 日

円)………平均(EFT-課灘ボ(EFT-課灘ボ休唯期間中の
賞金支払状況

支払無、支払有（業

’
とおり）

障
宇腫
竺

号（薮等級 躯

亡日時一

年○月○日

死 受
給
椛
者

受
給
仇

（
氏
名
・
統
柄
）

（
氏
名
・
統
柄

遡
族
・
罪
祭

ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
Ｉ

平成○年○月○日

穏○時○分頃時○分頃
(物品稀号6825）6． 6

1

－72－
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､這
切日 毎月 日 賃金体系 日給、月給、時給、出来高給、その他、

平
均
賃
金

夢、 (相逸の有擬） 有 無

賃金計算期澗、
、
月 日～月 日 月 日～月 ．日 月 日～月 日 計

健 日 数 、 日 日 日 日

労働 日 数 、§ 日 日 日

賃
金

篭本貫金

手当

手当

肝

両、

●

円

、
、

円

、
、
、

円

一

~

、

、

期分 円 年 月 日納入

平成 年度 期分 円 年 月 日納入

期分 円 年 月 日納入

災害発生時の
滞 納

有・無

支給制限

該当の有無

及び状況

験
●

無

保険料算定

蕃礎飼査

平成 年度

平成 年度
,を調査し、別紙鯛査啓のとおり

、
（
鯛壷済

年 月 日 ）

第三者行為

関係について

該
当
の

有
・
無

届
提
出

済
・
未
済

成
立

示
鱗
の

、
有

舞
難
者の償

有

瀞

第三者行為災害調査

、
年 月 日実施

厚生年金等の

受給関係

雇用班業場の
厚年適用の有無

岐災労働者の厚年
等資格取得年月日

有 ． 無

年 月 日

暑競:謬尉〕
所鬮社会保険邪務蔬、

■

有 ・ 無

、

配 耶

処
理
顛
末

鯛
壷
貝
の
窓
見
及
び

本件は

別紙の4に記戦したとおり、通勤災害の逸脱中に
発生したものであり、合理的な経路に復する前の
災害であるところから不支給

と決定してよろしいか。

鯛
査
賓
料

届
券
票
瞥
則
他
１

約
規

勤
期
民
契
の

負
業
。

＠通

砿
確
醐
”
、そ

死亡診断書（

、労働者名簿

、賃金台鰻

⑦源泉徴収簿

、出 勤 簿

O元 帳

嘩険料領収番

、給与規定

鯛査者

官 職

⑳．鯛藍。

氏 名

○○○○ ③
面接者

職 名

○○

氏 名

○○○○
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別紙

被災者は､平成○年○月○○日､会社の勤務終了後午後○時○○分に退社してい
’ 塗逸墜』厘里(”

る。所定就業時刻は午後○時であるが、当日は1時間の時間外勤務を行った後に退
社したものである。被災者は退社後、甲駅まで徒歩で行き、同駅から普通列車に乗
車して乙駅で下車、徒歩で自転車預かり所に行って自転車をとり、自転車でスーパ
-Mに立ち寄り惣菜等を賊入して自宅に帰る途中、同点から1 4mほど離れた地点
にある磯業用水路に転落、死亡したものである。

翌日の午前○時○○分頃、被災地前にあるモータースの店主が腱業用水路の中で
死んでいる被災者を発見したが、自転車も用水路の中に落ちており、水面には被災
者が前日にスーパーMで圃物をしたと思われる惣菜等が散乱していた。その中には
午後7時26分という買物時刻が記戦されたスーパーMのレシートが含まれており

‘ 被災時刻は午後○時○○分と推定される。

（上司○、自転車預かり所の管理人○、スーパーMの店員○、モータースの店主○
の聴取書参照、また、○○筈察署一課長により確認）

(2）2
被災者が利用しいる。

被災者は通常自転車を用いて自宅と乙駅間の通勤を行っている。恢火壱刀､ｨ'』銅し
ていた乙駅の近くにある自転車預かり所と自宅との間の経路としては、
①国道を通る経路

②Y川東側堤防上の路を通る経路

③Y川西側堤防上の路を通る経路

の3つの経路（通勤経路図参照）が考えられるが、被災者は出勤時には、おおむね
①又は②の経路を、退勤時にはおおむね②又は③の経路を利用していたことが多か
った。 （通勤届の写参照、上司○、妻、自転車預かり所の管理人○の聴取書参照）

－

’
1
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、

3 逸脱の内容(3)

被災者が日常的に退勤時、利用していたスーパーMと退勤経路及び本件災害の発

生地点の位置関係は災害発生現場付近図のとおりであり、スーパーMの位置は②の

経路からみれば、乙駅を起点として約250mはずれた場所に、③の経路からみれ

ば当該経路の直近の地点から約80mはずれた位置にある。また、災害の発生場所

はスーパーMから②又は③の退勤経路に向かって県道を斜めに横断した地点である

がいずれの退勤経路からもはずれた場所にある。

－75－
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災害発生現場付近図

災害発生現場

’
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【 ポイ ン 卜 】

(1) 往復行為に、業務との関連性が認められるか

． 終業時刻と退勤時刻との間に隔たりはないか

。 災害発生の時刻、場所、原因はどうか

・ 災害発生の状況はどうか

（通勤に内在する危険性が現実化したものと認められるかどうか）

I

I

被災者がとっていた経路（方法）について

常時とっていた経路（方法）であるか

特殊な経路（方法）をとっていた場合、その理由は何か

(2)

(3) 逸脱行為の内容、時間

． 当該逸脱行為を行う目的

（被災者にとって必要な行為であったか、
のと日常生活を行う上でやむをえないも

１
１

認められるかどうか）

逸脱中の災害か、合理的な経路に復する前か後か

｜
’

－78－
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(9)第三者行為災害

調査結果復命書

－79－

整理播号

署
長

次
長

課
長

給

書
係
長

係
復命隼月日

平成○年 ○月○日

署長判渕旨示剖顛

1．調査官意見のとおり決定する。

2．下記事由により再調査を要する。

調査官 QOOO_ －印

調査年月日
●

平成○年○月○日～平成○年○月○日

調
査
目
的

第三者行為災害に係る馴嘆関係について調査

事
業
場

名称 株式会社剛愉 代表者名 ○○○○

所在地 〒○○○○○○○ 竃…（⑩…

労働保険番号
：

O:0
0

0 0℃
，

e

OiO
O

● 0

01010
0 0

0
： ：

O:O:O
0 9

業種 製牒

労働者数 男○名女○名合計○○名

披
災
労
働
者

氏名 ○○○○ ③･女 生年月日 M・T・…○月0つ日（剛･）

住所 〒COO… 壷…（帥…

職種 、画･日j画工作技術員 肺務働時間 週○○時間1日 α寺間

雇入年月日 年○月○日 被災年月日 ○年○月○日

請求種別 鰯憩卿･障害･遺族･葬祭． （ ） 受付年月日 平成○年○月○日

謂
求
の
概
要

識求人は､㈱○○製作所の工作技術主任であるが､平細○月○日､ｲ穂先からの機械修理の依頓

により、緑意先へ向かう途中､㈹工務店鵬のA氏迦温D乗用車と衝突し、右足蝿腎を骨折したた

め､疲養及び休業補悩給付の:鰊に及んだものである。

調
査
の
結
果

本件は第三者行為災害であり、誠求人の意思もあり、労災保険給付先行として保険給付をすべきもの

と思料する。

また、過蟠り合については、第一当罰堵／第二当到堵=50/50であると鮒する。
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調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

逃壹塾生丞塁星空厘里

本件災害は、

（1）

㈱○○製作所の工作技術主任である請求人が、

得意先からの機械修理の依頼により、

○○巡転の乗用車と衝突し、

相手方については、なお、

災害発生当日、

けたため、

得意先へ向かう途中、

平成○年○月○日、

○○工務店勤務の○○

右足大腿骨を骨折したものである。

乗用車の前部を損傷したのみで、

請求人は得意先の○○食品株式会社から、

○○○○に所在する同社へ向かって、

0時30分頃出発した。

負傷はしていない。．

機械の修理の依頼を受

㈱○○製作所所有の自動車で午後

午後0時50分頃、県道15号線の通称「坂の上交差点」において、交差点を西Q

から東へ直進しよう として交差点に入ったところへ、

○○○○運転の乗用車と衝突し、

北から南へ直進しようとした

請求人巡転の乗用車が交差点南東角に立っている

コンクリート製の箪柱にぶつかり、 右足大腿骨を骨折したものである。

(別添第三者行為災害届及び交通事故証明書参照）

2 調査の方法

本件調査は、 第一当事者○○○○及び同事業主○○○○､

び同事業主○○○○からの聴取、

事故証明書、

ン

第二当事者○○○○函

自動車安全迦転センター○○○事務所発行の交罰

第二当事者側の○○海上火災㈱○○支店への照会に対する回答等の置
料により行った。 (別添聴取書、

3 第三者行為災害について

本件については、

交通事故証明書及び回･答書参照）

第一当事者○○○Oは業務中であったこ

業主の○○○○及び本人か

○○に対して、

らの聴取によって明白であり、

とが、㈱○○製作所署

業務中の第一当事者○（

第二当事者○○○○が自動車を巡行するとい

せたものであるので､．

また 、

第三者行為災害に該当する。
-一画． 一垂”■四一～へへへへ〃－9

う行為によって負傷1

,-,へ子錘走壷鼈士のnnOn及び本人からの聴1

‐ ．_ヘヘヘヘ『=一､ 皇へ－， ，重へ八十室『仁零畳の琴シシコンの釿塞T事の進捗状

を確認し、 勤務先にもどる途中で事故に塾つたもので竺 業務中の事故であること
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調 査 記 録 ・ 洲 査 内 容

一

確認され、第二当事者が迩転していた自動車は、○○工務店所有の乗用車であった

ことから、本件には、第二当事者の不法行為責任のほか、○○工務店事業主の使用

’ 者責任及び巡行供用者責任が認められる。 《2’

' 一要た､第一当事者に対しては､当署において自賠責先行の指導を行｡たが､同人
と叱責されたは､事業主から「自分の不注意で起きた事故だから自分で始末しろ」 Ｆ

８
Ｆ
６
Ｂ
ｂ
Ｂ
Ｂ
４
１
１
Ｊ
２
１

ことから、かえって事業主に反感とともに誠意のなさを感じ、また、将来の確実な－

また、労災保険の給付を受けたいと思い請求に及んだこと、補償を考え合わせてさ

保険会社に対しても何ら請求がなされていないことが確認された（7） ことから、本

件については、労災保険給付先行で処理されるべきものと思料する。

（別添聴取書参照）

4 過失割合について（41

ｂ
■
ｒ
Ｐ
■
ｑ
“
■
Ｌ
Ⅱ
Ｉ
■
Ｄ
ｌ
ｌ
Ｂ
ｂ

第三者行為災害届、交通事故証明省及び聴取書から、次の事項が判明した。
1ド ．

上 j

i

l
I，

災害の発生した交差点には信号機はなく、第二当或者側の道路には一時停止の規

制があった。

交差点付近の第一当事者側の道路は、時速40キロメートルに速度規制されてお

り、第一当事者はこの規制速度を20キロメートル超過する時速約60キロメート

ルで交差点に進入し、第二当事者は一時停止をして、時速約1 0キロメートルの速

度で交差点に進入していたことから、減速しなかった第一当事者の過失も考慮し、
「民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準」 （東京地裁）を参考に両者の過

失割合を検討すると、第一当事者／第二当事者=5 0/50であると思料する。

5 示談等について （･5》

第一当事者と第二当事者との間には、示談が成立したという事実
Ｉ 現在のところ、

はない。

・
圓
酎
跡
形
印
’

１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
４
ｌ

また、
I

’
（6）

1

巳
一
層
ト
ロ
幻

Ｉ
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の

調 査 記 録 ・ 調 査 内 容

り 、 担当者○○○○に対して損害額、賠償金及び仮渡金の請求の有無について照会

I,たところ‐箆一当蕊者からは損害賠償金等の請求がないことが確認された。 （7）

6 調査官意見

以上のことから、本件は第三者行為災害であるが、本人の意思もあり労災保険給

付先行として保険給付をすべきものと思料する。

また、過失割合については、第一当事者／第二当事者=50/50であると思料

する ◎

･
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【ポイン ｜、 】

(1)災害の発生状況及び原因への第三者の関わりかた

(2)第三者の共同不法行為関係の有無

(3) 自賠責保険等先行か、労災保険先行か

4）被災労働者に過失がある場合、過失割合(

5）示談の有無、その内容(5

6）第三者に対する損害賠償金等の請求の有雌（

Ｌ

お

▼

１
１

7） 自陪責保険等に対する損害賠償金等の請求の有鯉（
’

I
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１
１

ｂ
』
ｒ
レ
ー
曜
巳
酢
曄
ロ
ー
■
『
し
風
恥
一
Ｉ
Ｐ
－
■
■
吟
１
７
ａ
白
匡
・
佃
・
Ｅ
Ｆ
’
四
■
庫

■

ロ

Ｐ

■

８

．

１

卜

仙

旧

旧

旧

旧

旧

旧

■

■

画

－83－



’

、

調査結果復命書参考様式6

8

1

’
’

1
●

属

八

’

－85－



(1)参考様式

調査結果復命書隆司
盤理番号 ’

恒｜ ｜劃 憧｜ 塵｜ 憧l l係’’

署長

復命年月日

平成年月 日

醗繍薑
署長判決指示事項

l. 調査宮意見のとおり決定する。

2．下記事由により再調査を要する。

調査官 －印
■

平成年月 日～平成年 月 日調査年月日

調
査
目
的

■ ’謎
禁
墨
Ⅷ
■

事
業
場

被
災
労
働
者

名称

所在地〒

制仙保険番

氏名

住所〒

職種

代表者名

１
１

（ ）壷

’| | i l ’
０
０
９
Ⅱ
０
Ⅱ
■
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
凸
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
Ⅱ
０
Ⅱ
０
Ⅱ
０
４

卜
業種号

１
１
１

男 名女名合計 名数

M・T・S 年月 日（ 才）生年月日男。女

（ ）盃

’Ⅱ

Ⅲ

１

０

‐

ｌ

伽

Ｍ

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

週 時間1日 時間所餅働時間〔常用。日i嗣

鱗

1

｜

|

|

| 年月 日被災年月日年 月 日雇入年月日

’’ 平成年 月 日療養。休業。|蹴害･巡族･葬祭° （ ） 受付年月日訓求種別

｜|誌
求
の
概
要
一
調
査
の
結
果

’’

－86－
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調査内 容調査記録

’

’

’
'｜ ‘

I

」

ｆ
ｌ
ｌ
ｆ
・
日
日
８
冊
Ｉ
田
町
１
■
２
２
Ｊ
Ｆ
Ｈ
Ｂ
仏
ら
ｐ
医
ｆ
６
Ｆ
思
い
Ｂ
＆
け
Ｉ
Ｅ
Ｆ
０
０

℃
１
１
、
Ｉ

Ｉ
ｌ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
ｌ
●
Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｇ
■
■
■
丘

１
０

１

〉
鋲
、
で
肉
・

４
４
Ｑ
Ｌ
■
｜
エ
●

Ｑ
●
、

互
生
や
垂
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復命寄
番号

署
長

調 査

復 命

次
長

課
長

係
長

平成 年 月 日

平成 年 月 日

鯛
塞
蕊
項

養
業
害
族
祭
病

療
休
障
週
葬
傷

１
２
３
４
５
６

⑦平均貸金

⑧障害状態

⑨受給樋者

⑩支給制限

⑪第三者行為

⑫厚年等受給関

支

第三者行為

厚年等受給関係

①適用関係

②通勤翌定

③療養内容

④拾ゆ月日

⑤休業期間

⑥休業中の賃金

保険給付実地調査復命書 (通勤災害用）

事
業
場
の

名称

所在地
唖 町 丁目 番地

労働保険番号
府県

■
０
６
０
０
凸

蔚愈 管翰
。
●
◇
●
●
ａ

遜蕗 （ ）
丑
《
皇
一

基幹番号
一
Ｑ
９
０
●
凸

一
■
０
■
血
■

グー
●
０
０
０
■

画
０
●
●
○
全

甲
■
０
６
９

務担
者名

労
働
者
の

氏名

住所 趣 町 丁目 岱地 職種

明･大・昭 年 月 日生（ 歳）

(鵲）
屈入
年月日
年月 日

災
害
の
発
生
状
況

日 時 災 害 発 生 場所

平成 年 且 日午
願
徹
時 分頃

出勤・退勤途上の別 当日に自宅又は会社を出た闇湖 当日の始業終業時刻 当日の通勤形態

出勤・退勤 午
爾
後 時 分頃 午

爾
後 時 分頃 通常･早出･残業･特殊勤務

状
況
及
び
原
因

通
勤
経
路

嘩
壁
罷
一
繍
輌

ー

時間 分位
災害当日の
逸脱、中断の状況

有・無
有の時の
内 容

療
養

診療機関

期 間

慨病名

初診年月日

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで 診療実日数 日間

拾ゆ年月日 平成 年 月 日

平成 年 月 日 初診診擦槻関

休
業

日 ・数

休業期間中の
賃金支払状況

支払無、支払有（ 円)………平均貸金の
60％以上
60％未満

障
害 等級 第 級 号（ のとおり）

遺
族
・
葬
祭

死亡日時

平成 年 月 日

午前
後

時 分頃

（
氏
名
・
統
柄
）

受
給
権
者
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一

日

計計
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１
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期分
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１
１
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側
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月
月
月

日納入

日調入

日納入
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酬
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璽
郡

ｂ
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■

１
１
１
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一
街
・
皿
恥

（脳溌糾泳定平成

ji':"iIMi" 平成

年度 I">. ･砿定

年度概外・肺.定 ’ 訓盗済

隼 月 日）（脅訓流し、別紙訓充01fのとおり
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批
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調査書番号

伽

適正給付対策に係る （実地）調査復命書

平成 年 月 日から平成年 月 日までの 日間のうち実地調査

した結果を下記のとおり復命します。

なお、今後の腿についても、下記によることとしてよろしいか併せてお伺いする。

労働基準監督署長殿
平成年 月 日

》」

調
査
の
相
手

調
査
対
象
者

主
治
医

氏 名

住所

労働保険

番 号

災害発生年月日

受療医療機関名

就労の状況

転医の有無

転医前の医療機関

主治医氏名

住 所

面談年月日

生年月日 M・T・S 年 月 日（ 歳）

〒 詮（ ）

事業場名

所在地

毒（ ）

年月日 傷病名

療養の区分 入院・通院 （ ・ 回／週・月）

有・無 就労内容

有・無 転医有の場合 転医年月日平成年月日

面談年月日 平成年月日（ ） 時～

医療機関名

■■■■■■ 0

T 蜜（ ）

平成年月日（ ） 時～

意
見
等

署
長
の

調
査
後
の
処
理
結
果

〔お知らせ発出予定日〕
①療養継続平成年月日

②経過観察 平成年月日
(※振動障害のみ）
実施期間 平成年月日～

平成年月日
③症状固定 平成年月日

〔管理区分決定状況〕

口①療養の継続が必要な者
②経過観察の必要な者（振動障害のみ）
③症状固定と認められる者
（注）調査実施後管理区分を決定し、その番号を上
記枠内に記砿すること。

適正給付管理カード等への記紋処理 済・未済

決
裁
署
長

次
長

課
長

係
長
等

係



〔割司査文寸象者用〕
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調 査 内 容
ー

1.過去の症状、治療内容について（概ねl～2年前の状況）
（1）過去の症状

(2)過去の治療内容

2．現在の症状、治療内容及び治療効果について（調査時現在の状況）
（1）現在の症状

●◆1■●の声－1■苧1■●●●●●●●●●｡●●●‐●の｡●●●｡｡｡●‐'■●ロ'■q■n●I■●｡‐由守ｲ■d■q■缶●凸●争一己■｡I■●●●●●cc●●●●毎。●‐‐●一己◆ー●●‘■｡●■‐｡I■‐ロー●ﾛ■毎｡●わI■‐＝ローp●｡－■4■－1■‐一一I■1■｡●争一●一

(2)現在の治療内容

PDc凸●‐1■ー一｡●‐●●‐●‐1■●‐‐●｡●●凸◆◆●ウI■‐‐●■●｡'■｡－。■●ロロ●●●■凸1■q■＝‐‐‐●●●●●‐■1■ー争一己一一eｨ■●■‘■｡q■■,●●全一Ⅱ■‐●｡●●●‐－－ローィ■e●●●◆●●｡I■■●e●｡●●●●●●●●●｡●●●｡●●

(3)治療効果

b由●｡｡◆凸●●その●の.■●｡●●口一一一●‘■ﾛ■●I■●●●◆●●･◆●』■‐｡●●1■｡●｡●●◆G1■｡｡｡GⅡ■●‐●●｡●●●｡●凸‐‐‐争卓●●●｡‐ー‐‐‐｡‐q■凸一○口●●‐●●1■●合一－－1■ー●I■●●毎q■｡‐G1■1■●‐1■4■1■1■■■'■｡■｡■
●

(4)症状固定の見込み時期等（主治医からの説明等） 平成年 月 日（見込み）

3． 日常生活の状況について

4．労災保険制度の趣旨及び治ゆの概念等の説明

(1)労災保険制度の趣旨及び治ゆの概念の説明 ①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕

(2)障害（補樅）給付の請求に係る手続き ①行った。
②の理由〔

②行わなかった。
〕

(3)緬圏観察の趣旨の説明（※振動障害のみ）

･経過観察を行う場合の実施時期
･経過観察中の転医の取扱及び署への4揃辿
絡について
･経過観察終了後の取扱について

①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕
平成年月日から平成年月日
①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕
①行った。 ②行わなかった。

(4)各種援謹制度、アフターケア制庇の説明 ①行った 。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕

(5)就労希望の有無 ①有り ②無し
②の理由〔 〕
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調 査 内 容

1.過去の症状、治療内容について（概ね1～2年前の状況）
(1)過去の症状

(2)過去の治療内容

◆

2．現在の症状、治療内容及び治療効果について
（1）現在の症状

bC一口一●●。■d■■､｡●●● q■－－口｡●1■4■‐●●’■1■■b●今●‐‐■卜争の●｡‐

(2)現在の治療内容

由●●･ー｡‐今4■

(調査時現在の状況）

｡‐｡‐4■‐4■●●●‐争●一一‐‐｡一一q■ー■｡●●●●d■｡●●q■U■q■‐｡q■ゆ｡1■●争l■1■q■1■
●今｡｡‐1■｡●’■｡‐●●◆d■4■旬｡●●のU■‐●●●1■q■q■■■1■｡●‐一1■

■●●｡‐4■‐の●

｡‐｡｡■●●●｡■‐q■●●‐●4■‐●‐1■q■‐■b●●●4■1■I■●｡'■■■1■む●1■I■4■‐●●●｡‐毎一一●●の■4■‐●●争q■‐‐一1■●●‐‐■D●●｡‐凸－4■●●一‐つ｡■q■●●1■●4■●●｡＝1■q■●■P 4■‐1■1■●●●●●●‐‐‐今｡‐号●●一

(3)治療効果

3．

●

今後の具体的治療方針について

4．症状固定の見込み時期等（不明の場合その理由等） 平成年 月 日（見込参ノ

5．就労の可否及びその理由等

6 労災保険制度の趣旨及び治ゆの概念等の説明

(1) 労災保険制度及び治ゆの概念の説明 ①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕

(2)経過観察の趣旨の説明（※振動障害のみ）

･経過観察を行う場合の実施時期
･経過観察後の所見漕又は意見書
について ．

の提出依頼

･経過観察中の転医の取扱について

①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕
平成年月日から平成年月日
①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕
①行った。 ②行わなかった。

(3)各種援謹制度、 アフターケア制度の説明 ①行った。 ②行わなかった。
②の理由〔 〕
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’ 局耕検討会等に協議した後判断する。 （ 月開催）
鑑別診断の結果判断する。 （ 月頃 医療機関の 医師を予定）
局医協議会に協縦し、その意見を踏まえ判断する。 （ 月開催予定）
療従継続とする。
しばらく療盤継続し様子をみて判断する。 （ 月後再度判断）
経過観察（ 月）後判断する。
症状固定とする。 （ 月 日）
その他（ ’）

１
１
※ 該当項目番号に○印を付す。
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